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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の石油精製用原料のコークスおよび／または瀝青の生産量および品質を評価する方
法であって：
　（ｉ）複数の石油精製用原料を供給することと、
　（ｉｉ）加熱装置上に前記複数の石油精製用原料の各々のサンプルを配置することと、
　（ｉｉｉ）それぞれの加熱装置を使用して、減圧下で各々のサンプルを３００℃から４
２０℃の範囲内で加熱する間にサンプルの減量を測定することと、
　（ｉｖ）（ａ）生成される減圧残油の瀝青の品質を測定し、および／または、
　　　　　（ｂ）（ｉ）加熱装置を使用して、減圧残油を４５０℃から６００℃の範囲内
で加熱する間にサンプルの減量を測定することと、
　　　　　　　　（ｉｉ）生成された生成物のコークスの品質を測定することからなるこ
と
を特徴とする複数の石油精製用原料のコークスおよび／または瀝青の生産量および品質を
評価する方法。
【請求項２】
　石油精製用原料は、原油、合成原油、バイオ成分、ビスブレーカータール、溶剤脱アス
ファルトピッチ、大気圧残留物、減圧残油、燃料油、ＦＣＣデカントオイル、および一つ
またはそれ以上の前記成分の混合物から選択されることを特徴とする請求項１に記載の方
法。



(2) JP 5116669 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

【請求項３】
　複数の石油精製用原料が少なくとも２０種類の石油精製用原料、例えば少なくとも５０
種類の石油精製用原料から成ることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　加熱装置が光学装置またはマイクロ発振器であることを特徴とする請求項１～３のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　ステップ（ｉｉｉ）において生成される減圧残油が、一つまたはそれ以上のその他の残
留物と混合されてからステップ（ｉｖ）に移行することを特徴する請求項１～４のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項６】
　ステップ（ｉｉｉ）において生成される減圧残油が減圧残油と混合されてから、ステッ
プ（ｉｖ）（ａ）において瀝青の品質を測定することを特徴とする請求項５に記載の方法
。
【請求項７】
　ステップ（ｉｉｉ）において生成される減圧残油が、減圧残油、溶剤脱アスファルトピ
ッチあるいはビスブレーカータールと混合されてから、ステップ（ｉｖ）（ｂ）において
加熱されてコークスの品質を測定することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　ステップ（ｉｉｉ）において生成される減圧残油のアスファルテンの安定性が測定され
てから、ステップ（ｉｖ）（ｂ）において加熱されてコークスの品質を測定することを特
徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　ステップ（ｉｖ）（ｂ）（ｉｉ）におけるコークス化の間に発生するガス状成分および
／または液状成分そのものを分析することを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１０】
　コークス化の間に発生する全部または一部の液状成分を、分離し、再循環し、ステップ
（ｉｉｉ）において生じる減圧残油に追加できることを特徴とする請求項９に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、ハイスループット実験を使用して複数の石油精製用原料のコークスおよび／
または瀝青の品質を評価する方法に関する。
【０００２】
　近年、多くのハイスループット実験技術が開発されており、触媒物質やその他の物質を
合成および検査する能力は大幅に増加し、実用的な品質を有するに至っている。概してこ
の種の技術においては、装置および方法論に重点が置かれてきた。それには、ロボットお
よびコンピュータの使用を増強して実験計画を行ったり触媒や物質の生成および検査を自
動化したりすることにより、試験結果を比較的小型のサンプルで簡単に再現可能にするこ
とが含まれる。例えば、相当な努力が生成法や検査装置の発展に費やされた結果、例えば
米国特許第５，７７６，３５９号明細書に記載されるような多種の物質および物質の特性
や、例えば米国特許第５，９５９，２９７号明細書、米国特許第６，０６３，６３３号明
細書および米国特許第６，３０６，６５８号明細書に記載されるような重要な化学反応が
発見された。
【０００３】
　ハイスループット技術は、一般的に既存プロセスのための新規の触媒および物質を発見
することに重点が置かれてきた。現在では、ハイスループット方法論は発展し、石油精製
用原料のスクリーニングに適用されてコークスおよび／または瀝青の品質を評価すること



(3) JP 5116669 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

ができる。
【０００４】
　瀝青（アスファルトとしても知られる）は非晶質の粘着性物質であり、原油の精製処理
から生成することができる。瀝青は多数の用途、例えば道路建設や屋根ふき材等、を有す
る。瀝青は多くの異なる品質、例えば剛性および粘性のような品質を有することができ、
これらの品質は処理される原油の種類や、その生成中のさまざまな処理ステップに強く依
拠することがある。従来の瀝青の品質測定方法は、ブリティッシュスタンダード（Ｂ．Ｓ
．）２０００の「石油およびその製品に対する検査の方法」、特に、例えば、第４９部「
瀝青および瀝青質の材料の浸透」、第５８部「瀝青の軟化点」および第７２部「削減瀝青
の粘性」に記載されている。
【０００５】
　コークスは原油の残留カーボンから生成され、一般的にはディレード・コークス工程の
減圧残油の分解によって生じる。その他の種類のコークス、例えば流体コークスまたは柔
軟コークス等にも適用できる。熱工程により減圧残油が分解されて、より柔軟な生成物お
よび石油コークスとなる。ディレード・コークスにおいて生成されるコークス（生コーク
ス、但し石油コークスまたは生石油コークスとも呼ばれている）はか焼されてか焼石油コ
ークスを生成することができ、その品質により数々の処理過程に使用できる。例えば、ア
ルミニウム産業用のカーボン陽極およびアーク炉または二酸化チタン製造のための黒鉛電
極の生成等である。コークスは多くの異なる品質を有することができ、それは生成される
コークス構造やその内部の不純物に依存する。また、これらの品質は処理される原油の種
類や、その生成過程のさまざまな処理ステップに強く依拠することがある。
【０００６】
　このように、原油の潜在的価値は、瀝青および／またはコークス、並びにコークス化工
程すなわち精製中に生産されるあらゆる液体の品質および生産量に依拠する。典型的な石
油精製では、多くの異なる石油精製用原料、例えば多くの異なる原油が処理される。石油
精製用原料はまた、通常は利用できる原料を混合するため、原料の瀝青またはコークスの
品質を予測することは非常に困難である。一般的には、以前の操業経験に基づき数々の仮
定がなされる。しかしながら、通常は、これらは近似の予測を提供することしかできない
。
【０００７】
　本発明は、石油精製用原料のコークスおよび／または瀝青の生産量および品質をハイス
ループット手段で評価しようとするものである。
【０００８】
　このように、本発明によれば、複数の石油精製用原料のコークスおよび／または瀝青の
生産量および品質を評価するためのプロセスが供給されており、前記方法は：
（ｉ）複数の石油精製用原料を供給することと、
（ｉｉ）加熱装置上に前記複数の石油精製用原料の各々のサンプルを配置することと、
（ｉｉｉ）それぞれの加熱装置を使用して、減圧下で各々のサンプルを３００℃から４２
０℃の範囲内で加熱する間にサンプルの減量を測定することと、
（ｉｖ）（ａ）生成される減圧残油の瀝青の品質を測定し、および／または、
　　　　（ｂ）（ｉ）加熱装置を使用して、減圧残油を４５０℃から６００℃の範囲内で
加熱する間にサンプルの減量を測定することと、
　　　　　　　（ｉｉ）生成された生成物のコークスの品質を測定することからなること
を特徴とする方法である。
【０００９】
　本発明は複数の石油精製用原料のコークスおよび／または瀝青の品質を評価するための
方法を提供し、従って、石油精製用原料の潜在的価値をその使用前に評価することができ
、購入前であっても評価することが可能である。また、本発明により原料の混合物が迅速
に評価され、原料互換性（又は潜在的非互換性）から潜在的相乗効果が測定される。例え
ば、二種類あるいはそれ以上の石油精製用原料、例えば二種類の原油、または原油および
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合成原油等を異なる比率で迅速に混合し、複数の潜在的石油精製用原料を生成して、本発
明における評価を行うことができる。この場合、好適には、適切な液体処理ロボットを使
用して混合が行われる。
【００１０】
　一般的には、複数の石油精製用原料は少なくとも２０種類の石油精製用原料、例えば少
なくとも５０種類の石油精製用原料からなる。
【００１１】
　ステップ（ｉ）の石油精製用原料は、適切な石油精製用原料であれば何でもよい。例え
ば、原油、合成原油、バイオ成分、ビスブレーカータール、溶剤脱アスファルトピッチ、
大気圧残留物、減圧残油、燃料油、ＦＣＣデカントオイル、および一つまたはそれ以上の
原油の混合物、もしくは一つまたはそれ以上の合成原油と一つまたはそれ以上の原油の混
合物のような一つまたはそれ以上の前記成分の混合物を含む。
【００１２】
　加熱装置は、適切な装置であれば何でもよく、それを活用して所望の温度までサンプル
を加熱する間に同時にサンプルの減量を測定することができる。
【００１３】
　適切な加熱装置には、光学装置またはマイクロ発振器、例えば米国特許第５，６６１，
２３３号明細書に記載されているクォーツマイクロ発振器、もしくはＴＧＡ測定のために
使用されるマイクロ熱バランスが含まれる。
【００１４】
　好適には、装置は使い捨てである。
【００１５】
　減量を、石油精製用原料の中のその他の構成成分と比較して、瀝青および／またはコー
クスの相対量（生産量）を測定することが可能となるのは、以下に更に記載するとおりで
ある。
【００１６】
　本発明の方法のステップ（ｉｉｉ）において、各々のサンプルを減圧下で３００℃から
４２０℃の範囲内で加熱する間に、サンプルの減量を測定する。減圧下で３００℃から４
２０℃の範囲内で加熱すると、サンプルから低沸点成分が発生することにより高沸点成分
（減圧残油）が残る。すなわち、それが低沸点成分と関連する測定される減量である。
【００１７】
　「減圧下」とは大気圧以下の圧力を意味し、概して大気圧以下から１ｍｂａｒ（およそ
１ｂａｒ）までの圧力を意味する。
【００１８】
　各々のサンプルは同じ温度まで加熱することができ、またはサンプルは各々異なる温度
まで加熱してもよい。
【００１９】
　好適には、各々のサンプルは減圧下で３２０℃から４００℃の範囲内で加熱される。
【００２０】
　サンプルは当初は大気圧にて、その後減圧下にて加熱されてもよい。それは評価される
原料に依拠し、従来石油精製に適用される大気圧蒸留および減圧蒸留の方法と同様である
。
【００２１】
　その他の成分、例えば蒸気等もまた混合することができ、あるいは別の方法でステップ
（ｉｉｉ）における加熱前または加熱中に供給されてもよい。
【００２２】
　好適な実施例において、減圧下で３００℃から４２０℃の範囲内で加熱する間にステッ
プ（ｉｉｉ）のサンプルの減量の測定をした後に生成される減圧残油は、一つまたはそれ
以上のその他の残留物と混合してから任意の次のステップに移ってもよい。前記ステップ
もまた、従来石油精製に適用されていた混合方法と同様である。
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【００２３】
　例えば、減圧残油の瀝青の品質が測定される場合（ステップ（ｉｖ）（ａ））、ステッ
プ（ｉｉｉ）において生成される減圧残油は、一つまたはそれ以上の更なる減圧残油（更
に以下で記載されるような吹込減圧残油を含む）と混合してからその後に瀝青の品質測定
を行ってもよい。
【００２４】
　同様に、減圧残油のコークスの品質が測定される場合（ステップ（ｉｖ）（ｂ））、ス
テップ（ｉｉｉ）において生成される減圧残油は、一つまたはそれ以上の更なる残留物、
例えば減圧残油、溶剤脱アスファルトピッチもしくはビスブレーカータールと混合してか
らその後に加熱およびコークスの品質測定を行ってもよい。
【００２５】
　同様に、ステップ（ｉｉｉ）において石油精製用原料を最初に大気圧で加熱してから減
圧下で加熱する場合、大気圧での加熱後に生成される残留物（大気圧残留物）は、一つま
たはそれ以上のその他の残留物、例えば一つまたはそれ以上の更なる大気圧残留物と混合
してから後に減圧下で加熱してもよい。
【００２６】
　本発明の方法のステップ（ｉｖ）において、ステップ（ｉｉｉ）で生成された減圧残油
の瀝青の品質が測定され、および／または減圧残油は更に加熱され、コークスの品質が測
定される。
【００２７】
　ここで使用されるように、減圧残油のその後の測定および／または処理を引用するとき
には、減圧残油を一つまたはそれ以上の更なる残留物と混合してから前記の処理を行うこ
とを含むのは前述のとおりである。本発明の方法のステップ（ｉｖ）（ａ）において、得
られた減圧残油の瀝青の品質が測定される。
【００２８】
　多くの技術を使用して、瀝青の品質に関する情報を提供することができる。適切な解析
手法には、例えば、ＮＭＲおよびその他の分光器の技術が含まれるが、好適な技術はＮＩ
ＲおよびＦＴＩＲである。瀝青の品質はまた、レオロジー的手法またはその他の技術を使
用して測定することもでき、それらの技術は瀝青の品質に対する従来の経験的検査と相互
に関連する。レオロジー的またはその他の物理的品質測定のための適切なハイスループッ
ト技術には、例えば、国際公開第０３／０２１２３２号パンフレット、国際公開第０３／
０１９１５０号パンフレット、米国特許出願公開第２００３／１４１６１３号明細書およ
び米国特許出願公開第２００４／１２３６５０号明細書に記載されている技術が含まれる
。
【００２９】
　測定は、減圧残油それ自体の測定（すなわち更なる処理をせずに）、例えば、減圧残油
の硫黄含有量および／または粘性の分析を含んでもよい。減圧残油の硫黄含有量は、例え
ば、あらゆる適切な技術によって測定できる。好適な技術はレーザー誘起破壊分光法（Ｌ
ＩＢＳ）である。
【００３０】
　代替的に、または追加的に、測定は追加処理、例えば減圧残油の「吹込」の後に行われ
る減圧残油の測定を含んでもよい。
【００３１】
　瀝青原料の「吹込」は当業者にとって周知であり、空気中での瀝青原料（本発明の減圧
残油）の加熱を含み、概して大気流の下で、および概して２５０℃から３５０℃、例えば
２８０℃から３００℃の範囲内で行われる。この吹込により瀝青の品質はより硬く、更に
もろいものに変化する。瀝青の品質は、生成物の処理前や処理中に何度測定されてもよい
。例えば、前記のとおり減圧残油の測定を吹込前に行った後、再び吹込後に行うことがで
き、および／または生成物の吹込後に徐々により厳しい条件下（例えば高温など）で瀝青
の品質を繰り返し測定することができる。
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【００３２】
　加えて、従来の瀝青生成物に関して、一部の減圧残油は、「吹き込まれ」てもよく、「
吹き込まれない」一部の減圧残油と共に逆混合して混合瀝青原料を供給してもよい。この
ように、本発明の方法において、瀝青の品質は「非吹込」減圧残油、「吹込」減圧残油（
吹込の様々な厳格条件を満たした後に選択的に）、もしくは「吹込」または「非吹込」減
圧残油の一部分の混合物に基づいて測定されてもよい。
【００３３】
　これにより、吹込状態が最適な瀝青の品質を得て測定することが可能となる。
【００３４】
　瀝青の品質を測定するために用いる解析手法（または技術）は、好適には自動化されて
おり、例えば、適切なロボットまたはロボット・ワークステーションによって実行される
。
【００３５】
　瀝青の品質測定は、本発明の方法のステップ（ｉｉｉ）において生成される全部または
一部の減圧残油に基づいて行われる。このように、例えば、一つまたはそれ以上の部分の
減圧残油を使用して、瀝青の品質を測定してもよい。また、減圧残油の残留物を更に処理
してコークスの品質を測定してもよいのは、後述するとおりである。
【００３６】
　本発明のステップ（ｉｖ）（ｂ）の第二態様において、コークス生産量および品質が測
定される。これは、減圧残油を更に４５０℃から６００℃の範囲に加熱し、生成された製
品のコークスの品質を測定することによって達成される。
【００３７】
　最も好適な実施例において、ステップ（ｉｉｉ）において生成される減圧残油のアスフ
ァルテンの安定性が測定され、その後に加熱されてステップ（ｉｖ）（ｂ）においてコー
クスの品質が測定される。石油精製用原料の減圧残油のアスファルテンの安定性は、減圧
残油から生成されるコークスの品質と関連することが判明している。
【００３８】
　それゆえに、減圧残油のアスファルテンの安定性の測定は、ステップ（ｉｖ）（ｂ）（
ｉｉ）で測定されるときに生成されるコークスの品質情報を強化することができる。
【００３９】
　アスファルテンは石油精製用原料の極性成分であり、一般的に芳香族化合物に可溶であ
り、パラフィン化合物、例えばｎ－アルカンには不溶である。従って、芳香族化合物に対
するパラフィン化合物の比率が変化する場合、例えば、非互換の原油が混合される場合、
アスファルテンは溶液から分離して沈殿し、装置が汚れてしまうという問題が生じ得る。
【００４０】
　このことが生じる傾向は、アスファルテンの安定性として公知である。
【００４１】
　コークスの品質は、アスファルテンの安定性の測定から測定することができる。測定に
は、アスファルテンの安定性の測定をコークスの品質と相互に関連させる適切なモデル、
例えばコークスの品質およびアスファルテンの安定性の事前測定値に基づくモデルを使用
する。
【００４２】
　原油のアスファルテンの安定性測定は、一般的に周知であり、例えば、ＡＳＴＭ　Ｄ７
０６０－０４「残油および重油の最大凝集率および解膠力の測定のための標準検査方法（
光学検出方法）」に記載されている。
【００４３】
　原油のアスファルテンの安定性測定のためのその他の工業的方法もまた公知であり、例
えば、キシレン当量または（シェル）「Ｐ」値の測定が含まれる。
【００４４】
　アスファルテンの安定性測定のための（２つ以上の炭化水素液体の混合物のための）更
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なる方法は、国際公開第２００４／０６１４５０号パンフレットに記載されている。
【００４５】
　本発明に用いられる減圧残油のアスファルテンの安定性の好適な測定は、減圧残油の臨
界溶解力であり、国際公開第２００４／０６１４５０号パンフレットに記載されている。
【００４６】
　減圧残油の溶解力とは、飽和時までの芳香族化合物の相対比率の作用である。
【００４７】
　減圧残油の臨界溶解力とは、アスファルテンが減圧残油から分離して沈殿する溶解力で
ある。
【００４８】
　パラフィン炭化水素が減圧残油に加えられていくと、混合物の溶解力は減少する。混合
物の溶解力が残余物の臨界溶解力より低いときに、沈殿が発生する。パラフィン化合物は
沈殿が発生する前に加えられなければならないが、その量が多いほど減圧残油の臨界溶解
力は減少し、減圧残油の安定性が増加する。
【００４９】
　このように、臨界溶解力は、アスファルテンの沈殿が開始するまでの、パラフィン炭化
水素の減圧残油への増加加算により測定できる。
【００５０】
　代替的に、減圧残油の一部をパラフィン炭化水素と異なる容量および配合で混合させて
、それぞれを振動混合させるようにしてもよい。アスファルテンの安定性は、それぞれの
混合物内の沈殿の開始によって測定される。使用される減圧残油の一部は、本発明の方法
のステップ（ｉｉｉ）において、単一のサンプルから得られる単一の減圧残油の一部であ
ってもよい。代替的に、複数の同一のサンプルをステップ（ｉｉｉ）における同一の方法
で加熱して、複数の同一の減圧残油を提供してもよく、それぞれはパラフィン炭化水素と
異なる容量あるいは配合で混合される。
【００５１】
　使用するパラフィン炭化水素は、好適にはｎ－ヘプタンである。
【００５２】
　その他の化合物、例えばトルエンおよびキシレンをパラフィン炭化水素に加えてもよい
。
【００５３】
　減圧残油の臨界溶解力は、減圧残油が石油精製コークス中に「ショット」コークスを生
成する性質と関連することが発見されている。特に、臨界溶解力が減少すればするほど、
減圧残油が石油精製コークス中で処理されるときにショットコークスが生成される傾向は
減少する。「ショット」コークスは小さい、球形粒子の形をしたコークスである。但し、
より大きい分子を生成することもでき、および／または分子は凝集することができる。「
ショット」コークスが、ディレード・コークスにおいて重要な操作上の問題を引き起こす
可能性がある。
【００５４】
　好適には、アスファルテン安定性は自動化された方法、例えば、ロボット・ワークステ
ーション等の方法で測定される。パラフィン炭化水素の追加時における沈殿の開始は、あ
らゆる適切な技術により測定することができるが、これは自動化された方法で行われるこ
とが好ましい。例えば、ＮＩＲまたはＩＲのような分光器技術を使用し、放射線透過の変
化を測定するのがよい。凝集の自動測定は、例えばフィンランドのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ＬｉｍｉｔｅｄのＰＯＲＬＡアナライザにより実行することができ
る。
【００５５】
　更なる実施例において、まず石油精製用原料が大気圧中で加熱され、その後ステップ（
ｉｉｉ）において減圧下にて加熱される場合、大気圧での加熱後に生成される残留物（大
気圧残留物）のアスファルテンの安定性は、選択的に、前記のように一つまたはそれ以上
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の残留物と混合された後に、測定されてからその後減圧下において加熱されてもよい。
【００５６】
　更なる実施例において、ステップ（ｉｉｉ）の減圧残油の硫黄含有量を測定することが
できるのは、瀝青の品質測定として前述したとおりであり、例えばレーザー誘起破壊分光
法（ＬＩＢＳ）を使用することにより測定される。
【００５７】
　ステップ（ｉｖ）（ｂ）（ｉ）における４５０℃から６００℃の範囲内での加熱により
、減圧残油中のコークスが「生」コークスを生成する。
【００５８】
　前述のように、ステップ（ｉｖ）（ｂ）において減圧残油のコークスの品質が測定され
る場合、ステップ（ｉｉｉ）において生成される減圧残油を、一つまたはそれ以上の更な
る残留物、例えば、減圧残油、溶剤脱アスファルトピッチまたはビスブレーカータールと
混合してもよく、混合後に加熱およびコークスの品質の測定が行われる。
【００５９】
　加熱およびコークスの品質の測定の前に、減圧残油を更なる成分と混合させてもよい。
更なる成分には、精練におけるその他の処理装置から生じるその他の炭化水素を含んでも
よい。例えば、流動接触分解（ＦＣＣ）方法により生じるデカンタ油もしくはライトサイ
クルオイル、あるいはコークス化それ自体から再循環する炭化水素、例えば重液あるいは
蒸留液のようなものであり、更に後述する。更なる成分として、蒸気、水素、窒素および
／または硫化水素のような非炭化水素成分を含むこともできる。例えば、水素を追加する
ことにより、コークス化ステップにおける生成物の生産量や品質を変化させることができ
る。
【００６０】
　コークス化の間、減圧残油の成分のクラッキングが生じ、それにより気体生成物または
液体生成物が生成されて（その液体生成物は室温において液状である。但し、クラッキン
グの温度以下の沸点を有する）、前記のように測定されるのはこれらの成分と関連する減
量である。好適な実施例において、これらの気体成分および／または液体成分自体が分析
される。例えば、液体成分は冷却されて凝結し、次に適切な分析装置に移動する。その装
置は例えば、微量分析法あるいは分光法による装置であり、硫黄および／または窒素含有
量を測定する。あるいは、マイクロ・クロマトグラフィ装置（例えばマイクロ・ガスクロ
マトグラフィ、マイクロ２Ｄガスクロマトグラフィ）であり、オレフィンおよび芳香族含
有量を測定する。液体生成物のこの種の蒸留もまた、測定することができる。ガス成分も
また収集して分析することができ、マイクロ・ガスクロマトグラフィ（マイクロ－ＧＣ）
のような適切なガス分析器に直接移動させてもよい。
【００６１】
　コークス化の間に発生する液体成分、例えば超重液や蒸留液等の全部または一部を分離
させて再循環することができ、ステップ（ｉｉｉ）において生じる減圧残油に、および前
記アスファルテンの安定性の検査を受けるおよび／または上記ステップ（ｉｖ）（ｂ）（
ｉ）において加熱される混合物に（例えば振動混合によって）追加されてもよい。本発明
の本実施例は、コークス再循環を想定する。
【００６２】
　ステップ（ｉｖ）（ｂ）（ｉ）の加熱は単一のステップで実行可能であり、あるいは、
減圧残油は、次第により高い温度への一連のステップにおいて加熱されてもよい（部分的
コークス化ステップ）。一連の部分的コークス化ステップが行われる場合、アスファルテ
ン安定性検査およびあらゆるその他の所望の試験も、部分的コークス化サンプルに適用す
ることができる。
【００６３】
　サンプルはステップ（ｉｖ）（ｂ）（ｉ）において、大気圧あるいは減圧下、あるいは
それらの組合せにおいて加熱できる。加熱率を制御することも可能である。
【００６４】
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　ステップ（ｉｖ）（ｂ）（ｉｉ）において、生成された製品のコークスの品質が測定さ
れる。測定は、ステップ（ｉｖ）（ｂ）（ｉ）において生成される生コークスの測定自身
（すなわち更なる処理を有しない測定）からなることができ、および／または、更なる処
理、例えば、生コークスをか焼し、か焼されたコークスを提供した後に生成される生成物
の測定を含んでもよい。生コークスは、一般的には、空気中で少なくとも１，０００℃、
一般的には１２００℃から１３５０℃の範囲で加熱することによりか焼することができる
。か焼により、残留炭化水素および残留水分が除去されて、コークス構造の密度および物
理的強度が増加する。
【００６５】
　多くの技術を使用することにより、コークスの品質に関する情報提供が可能となる。コ
ークスの品質は、少なくとも部分的に、存在する不純物によって測定されるが、測定する
のに所望され得る典型的な不純物は、硫黄、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、鉄、カ
ルシウム、シリコンおよび窒素である。前記不純物の全てあるいはいくつかを測定する適
切な技術には、ＸＲＦ、ＬＩＢＳあるいはその他の分光学的手段が含まれ、それらの手段
により、存在する不純物の量を測定することができる。
【００６６】
　コークスの品質は、生成されるコークスの物理的性質、例えば多孔性および振動嵩密度
、揮発性物質（ＶＭ）含有量、硬度例えばハードグローブ粉砕性指数等、および構造に関
してＸ線回折により測定することもできる。
【００６７】
　か焼後に、コークスはまた電気伝導性を有し、この性質を利用して生成物のコークスの
品質を測定することもできる。品質を測定するために使用できるか焼コークスのその他の
性質には、空気反応性およびＣＯ２反応性が含まれ、それは一般に硫黄含有量、ナトリウ
ム含有量およびカルシウム含有量、金属含有量、熱膨張係数（ＣＴＥ）および磨滅係数、
Ｘ線回折による構造に依存する。
【００６８】
　瀝青の品質およびコークスの品質は、別々の実験を行うことにより両方共測定すること
ができる。代替的に、瀝青の品質およびコークスの品質は、同一の「実験」において両方
共測定することができる。その実験は、最初に３００℃から４２０℃の範囲内にてサンプ
ルを加熱し、次に、生成される減圧残油の一部の瀝青の品質を測定し、その後、残留する
減圧残油上のコークスの品質を測定するのは前記のとおりである。減圧残油のどちらか、
または両方の部分はその他の残留物と混合することができ、その後、各々の次の処理が行
われるのは前述のとおりである。
【００６９】
　本発明は、石油精製用原料のコークスおよび／または瀝青、およびその混合物の生産量
および品質の測定を可能にする。そして、混合を最適化して所望の生成物の生産量増加お
よび品質向上の達成を可能にする。
【００７０】
　本発明の好適な実施例において、一旦ステップ（ｉｖ）の分析（複数の分析）が実行さ
れると、適切な精製方法モデルを適用して石油精製用原料の効果が測定される。適切な精
製モデルは当業者にとって公知であり、例えば、線形プログラム・モデル、すなわち原料
および生成物を評価するモデルや、方法最適化モデル、すなわち原料の幅広い最適化およ
び／またはリスクベースのモデルのような、石油精製用原料の方法の効果を評価するモデ
ルを含んでもよい。
【００７１】
　本発明の方法は、複数の石油精製用原料のコークスおよび／または瀝青の生産量および
品質に関する大量のデータを作り出す。更なる実施例において、このデータを利用して方
法の適切なモデルを開発、更新および／または検証してもよい。例えば、大量のデータは
、方法モデルを構築可能にするパイロットプラント・パラメータの研究から生成されるよ
りも、広域なパラメータ集合を使用して迅速に生成される。そして、作り出される更なる
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データを利用して、方法モデルの継続的な更新および改良を提供することができる（例え
ば、より広域なパラメータ空間のために）。
【００７２】
　モデリングまたはその他の実験設計技術を使用して、複数の石油精製用原料のための一
連の様々な方法の条件が作成されるが、一つまたはそれ以上の方法のモデルを開発、更新
あるいは検証するために評価されることが望ましい。そして、本発明の方法を具体的に使
用して、方法モデルのために必要とされるデータ、例えば規定の方法の条件の下で石油精
製用原料から作られる生成物の生産量および品質等を作成する方法を評価することができ
る。
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